
８医務第６４４―２号
令和８年６月２日
　各指定訪問看護事業所の長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県保健医療局健康医務部医務課長　
令和８年度及び令和９年度訪問看護職員就労支援事業費補助金について（照
会）

このことについて、令和８年度及び令和９年度における補助金要望等を把握する必要がありますので、下記により調査票を作成の上、提出してださい。
記

１　提出書類（部数：１部）
・訪問看護職員就労支援事業費補助金に関する調査票（様式１）
　　※今年度・来年度ともに要望しない場合は提出不要です。
　　※今年度分を要望いただいた事業所様あてに、交付申請（今年度分）の御案内をする予定です。
　　
２　提出期限
　　令和８年６月16日（火）※電子メール（imu@pref.aichi.lg.jp）で御提出ください。
３　補助事業の概要
（ＨＰ掲載の実施細則、交付要綱、Ｑ＆Ａについても併せてご覧ください。）

　
＜補助事業の内容＞　

　　訪問看護ステーションに初めて就労した看護師、准看護師又は保健師が同行訪問研修を受講する際、研修受講時の人件費を助成する。

　
＜補助対象施設＞

　　県内全ての
①訪問看護ステーション（介護予防訪問看護を行う事業所を含む。）

②定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所

③複合型サービスを行う事業所（訪問看護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み合わせることにより提供されるものに限る。）

　　　※いずれもみなし指定の病院及び診療所は含まれません。
　＜補助基準＞

　対象経費、基準額等は下表のとおり定める予定です。　※本紙裏面参照
	研修の種別
	対象経費
	基準額
	補助率

	訪問看護職員就労支援事業費補助金
	新人訪問看護職員が同行訪問研修を受講する際の人件費（手当等は含まない。）
	新人訪問看護職員

１人あたり

180千円 
	２分の１


※予算の範囲内での補助となりますので、要望いただいた場合でも補助できない場合があります。
４　その他
· 本補助金の実施要綱及び交付要綱等事業の詳細については、当課ホームページ（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/houmonkangohojyokin.html）をご覧ください。
· 実績報告の際に研修時間等を記録した研修記録を御提出いただきますので、今後交付申請等を予定されている場合は、作成の準備をお願いします。
· 令和７年度にＱ＆Ａ中の４番において、同行訪問研修についての回答を更新しておりますので御確認をお願いします。
担当　 看護対策グループ（山﨑）
電話 　052-954-6667（ダイヤルイン）
FAX 　052-954-6918
　　　　　　　　　 メール　 imu@pref.aichi.lg.jp

